
自動車税種別割納税通知書用封筒広告掲載要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、奈良県が発付する自動車税種別割納税通知書用封筒の裏面に掲載 

する広告（以下「広告」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（広告内容の制限） 

第２条 次のいずれかに該当する広告は、掲載しないものとする。 

(1) 法令等に違反している広告又はそのおそれのあるもの 

(2) 公序良俗に反している広告又はそのおそれのあるもの 

(3) 政治性又は宗教性のある広告 

(4) 意見広告 

(5) 個人の氏名広告 

(6) 誇大又は虚偽広告のおそれがあるもの 

(7)  公共性、品位及び税務行政への信頼を損なうおそれのあるもの 

(8) その他、自動車税種別割納税通知書の封筒に掲載する広告として適当でないと知

事が認めるもの 

 

（広告の申込み） 

第３条 広告の掲載を希望する者（以下「広告掲載希望者」という。）は、自動車税種

別割納税通知書封筒広告掲載申込書（別記第１号様式。以下「広告掲載申込書」とい

う。）を知事に提出するものとする。 

 

（広告主の選定） 

第４条 知事は、広告掲載希望者及び広告内容が、自動車税種別割納税通知書の封筒に

掲載するものとして適当であると認められるもののうち、広告申込価格が最も高いも

のを広告主として選定する。 

２ 最高価格の広報掲載希望者が２者以上のときは、くじにより決定する。 

 

（広告主への通知等） 

第５条 知事は、広告主を決定したときは、広告主決定通知書（別記第２号様式）によ

り広告主に通知するとともに、速やかに当該広告主と自動車税種別割納税通知書広告

掲載契約を締結する。 

 

（広告原稿の提出等） 

第６条 広告主は、掲載しようとする広告について、別に定める日までに、知事に広 

告の原稿を提出しなければならない。 

２ 広告には、次の事項について明確に表示しなければならない。 

(1) 広告主の名称及び連絡先 

(2) 上部に縦1.0㎝×横3.5㎝以上の大きさの広 告の表示 

 

 



（広告内容の承認） 

第７条 広告主は、掲載しようとする自動車税種別割納税通知書封筒広告について、あ

らかじめ知事の承認を受けなければならない。 

２ 知事は、広告内容を承認したときは、広告内容承認通知書（別記第３号様式）に 

より広告主に通知する。 

 

（広告審査会） 

第８条 自動車税種別割納税通知書用封筒への広告掲載を適正に執行するため、自動車

税種別割納税通知書広告審査会（以下「広告審査会」という。）を設ける。 

２ 広告審査会は、総務部次長、広報広聴課長、税務課長をもって構成する。 

３ 広告審査会は、必要があると認めるときは、関係部局の職員の出席を求め、意見を 

聞くことができる。   

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、自動車税種別割納税通知書封筒広告に関し必要

 な事項は、別に定める。 

 

 

（附 則） 

 この要綱は、平成１８年１２月１日から施行し、平成１９年度分の広告から適用する。 

 

 この要綱は、平成２９年１２月１日から施行し、平成３０年度分の広告から適用する。 

 

 この要綱は、令和元年１２月６日から施行し、令和２年度分の広告から適用する。 

 

この要綱は、令和４年７月１５日から施行し、令和５年度分の広告から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第１号様式

自動車税種別割納税通知書用封筒広告掲載申込書

奈 良 県 知 事 殿

年 月に発送する自動車税種別割納税通知書用封筒の裏面に広告を掲載したいので

申し込みます。

申 込 年 月 日 年 月 日

申 込 者 〒□□□‐□□□□
所 在 地

印

名 称

代表者職氏名

連絡先電話番号 （ ） －

担 当 者 部 署

担 当 者 氏 名

広告代理店が 広告代理店名

代理で申込を行 所在地（住所）

う場合のみ記入 担 当 者 連 絡 先
電話番号

※１

申 込 額 円

※２

広 告 の 内 容

※１ 申込額は、別に定める最低募集価格以上としてください。

※２ 広告の内容は，申込時点での予定内容（たとえば，○○のイメージアップ広告など）を記入してください。

また、広告デザインの素案を添付してください。

※３ 広告主決定後に広告の内容を変更されてもかまいませんが，掲載原稿については変更の有無にかかわらず原稿を

奈良県に提出し、承認を得てください。

その際、広告の内容が自動車税種別割納税通知書にふさわしくない場合には、奈良県から内容の変更をお願いする

場合があります。

※４ 変更のお願いに従っていただけない場合には、広告掲載をお断りする場合があります。

※５ 広告代理店以外の方が代理で申込する場合には、委任状を添付してください。

※６ 採否については文書又は電話にて通知します。



別記第２号様式

広告主決定通知書

税 第 号

年 月 日

所在地

名 称 殿

奈良県知事

年 月 日付けで申込みのありました自動車税種別割納

税通知書用封筒広告掲載について、審査の結果、（貴団体）を広告主とす

ることに決定したので通知します。

つきましては、自動車税種別割納税通知書用封筒広告掲載要綱第７条に

基づき、掲載しようとする広告について、原稿を 年 月 日までに提

出し、承認を受けてください。



別記第３号様式

広告内容承認通知書

税 第 号

年 月 日

所在地

名 称 殿

奈良県知事

年 月 日に（貴団体）より提出を受けた原稿の内容

について、 年度自動車税種別割納税通知書用封筒へ同内容で

広告を掲載することを承認します。

なお、原稿内容を変更しようとする場合には、事前協議のうえ、再

度承認を受けてください。


